
令和２年２月６日 

事 務 連 絡 

在宅医療・介護サービス事業者の駐車規制の緩和について（お知らせ） 

 以前、訪問介護等に係る駐車許可手続きの簡素化についてお知らせしましたが、このたび、新

たに岡山県警察が岡山県道路交通法施行細則を見直し、在宅医療・介護サービス等事業者に限っ

て、近隣の駐車場の有無にかかわらず、申請手続により交付を受けた許可証で訪問先の直近への

駐車を許可することとなり、令和２年１月６日から運用を開始しましたのでお知らせいたします。 

１ これまでにお知らせした内容（改正前） 

   平成２６年３月から以下の通り手続きが簡素化 

① 駐車日時 利用者の緊急の求めに応じて訪問する場合を想定した許可とする 

② 駐車場所 「訪問場所付近」との表現でも申請可能 

③ 申請書類 必要最小限で構わない。詳細は管轄警察署にて確認 

④ 一括申請 訪問先が複数警察署の管轄にまたがる場合、一つの警察署で一括申請可能 

２ 令和２年１月６日から改正された内容 

① 対象サービス ＜介護サービス＞訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション 

         ＜医療サービス＞訪問診療  ＜障害福祉サービス＞居宅介護等 

② 駐車日時・場所 

当該サービスを提供する時間、利用者の居宅等の直近 

※予め一か所ずつ個別に特定する必要はなく、事業所全体で申請可能です。 

※半径 100ｍ以内に駐車場や駐車可能な道路があっても申請可能です。 

③ 駐車許可場所 

（１）公安委員会による駐車禁止の規制が行われている道路 

 （２）法定の駐停車禁止場所（交差点やバス停等）や、法定の駐車禁止場所（消火栓 

    から５ｍ以内等）に当たらない場所 

※公道以外の私道（民有地）に駐車する場合は、所有者の了解を得てください。 

 ※右側駐車や、駐車車両の右側に 3.5ｍ以上の余地がなくなる場所への駐車等は 

  できません。 

④ 受付窓口・時間 

 （１）受付窓口 事業所の所在地を管轄する警察署の交通（第一）課 

 （２）受付時間 平日の午前８時３０分から午後５時まで 

⑤ 提出書類 

 （１）申請書（警察署の窓口で配布）  （２）自動車検査証の写し 

※自動車検査証に事業所名の記載がなく、対象事業が分からない場合には、事業 

内容が分かるものの写しが必要です。 

岡山市保健福祉局 事業者指導課／医療政策推進課 

Tel:086-212-1012／086-803-1638

７ その他 
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